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食育推進庁内関係部長・課長会議設置要綱  

 （設置）  

第１条  近年，健康志向や食の安全安心に対する関心が高まる 

一方で，子どもたちの食生活は，家庭で食卓を囲む機会が減 

少し，偏食や欠食，更に外食への依存の増加など大きく変化 

し，社会問題となっている。また，食育基本法（平成１７年 

法律第６３号）および北海道食の安全・安心条例（平成１７ 

年北海道条例第９号）の施行など，学校や家庭，地域におけ 

る食育の取組はますます重要となっている。こうした状況を 

踏まえ，より効果的な食育を推進していくため，食育に関係 

する部で構成する食育推進庁内関係部長・課長会議（以下「関 

係会議」という。）を設置する。  

 （所掌事務）  

第２条 関係会議は，次に掲げる事項について検討する。  

  (1) 施策の総合的な企画および調整に関すること。  

  (2) 食育に係る調査および情報交換に関すること。  

  (3) 前２号に掲げるもののほか，食育の推進に関すること。 

 （組織）  

第３条  関係会議は，別表に掲げる部および課をもって組織す 

る。  

 （座長）  

第４条  関係会議の座長は，部長会議にあっては保健福祉部長 

が，課長会議にあっては保健福祉部健康増進課長が務める。  

 （会議）  

第５条 関係会議の会議は，座長が招集し，その議長となる。  

 （庶務）  

第６条  関係会議の庶務は，保健福祉部健康増進課において処 

理する。  
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 （委任）  

第７条  この要綱に定めるもののほか，関係会議の運営に関し 

必要な事項は，別に定める。                           

 

 

        附 則  

この要綱は，平成２０年１０月３０日から施行する。  

        附 則  

この要綱は，平成２２年２月９日から施行する。  

附 則  

この要綱は，平成２２年８月３０日から施行する。  

        附 則  

この要綱は，平成２３年６月１６日から施行する。  

        附 則  

この要綱は，平成２４年４月１日から施行する。  

附 則  

この要綱は，平成２４年１０月１日から施行する。  

附 則  

この要綱は，平成２６年４月１日から施行する。  

附 則  

この要綱は，平成２７年４月１日から施行する。  

  附  則  

この要綱は，平成２７年７月７日から施行する。  

     附 則  

   この要綱は，平成２９年１月２０日から施行する。  

     附 則  

   この要綱は，令和６年４月１日から施行する。  
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 別表（第３条関係）  

 

    食育推進庁内関係部長・課長会議構成組織                

 部長会議  課長会議  

子ども未来部  子どもサービス課  

子ども健やか育成課  

母子保健課  

環境部  環境推進課  

農林水産部  企画調整課  

農務課  

教育委員会生涯学習部  生涯学習文化課  

教育委員会学校教育部  

 

教育指導課  

保健給食課  

保健福祉部  

 

保健所生活衛生課  

健康増進課  

 


